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 昨年７月から１０月にかけて申請のあった、姫路・東西播地区における一般乗用旅客自

動車運送事業（タクシー事業）の運賃及び料金の変更認可申請は、本日付けで別紙のとお

り自動認可運賃を公示したのでお知らせします。 

 これは上記申請に基づき審査した結果、上限運賃及び自動認可運賃の改定を行ったもの

です。 

 新運賃の実施日は、本公示後２週間を経過した後、認可を行う際に指定することとなり

ます。  

【※姫路・東西播地区・・・兵庫県姫路市、相生市、加古川市、たつの市、赤穂市、西脇市、三木

市、高砂市、小野市、三田市、加西市、加東市、宍粟市、多可郡、加古郡、神崎郡、揖保郡、

赤穂郡、佐用郡、明石市（魚住町瀬戸川以西に限る。）】 

 

１．申請状況 

 (1) 申請期間   平成２０年７月３０日～１０月３０日 

 (2) 申請事業者数 法 人    ７５社 

          車両数 １，２７６両（当該地区の全法人車両数の ７４．０％） 

 (3) 申請概要 

  ① 増 収 率  ６．７％～２８．７％（平均 １５．３％） 

                 現   行                 申   請 

  ② 初乗運賃 （中型車）１．５㎞ - ６３０円 ⇒ １．３㎞  - ６３０円 

         （小型車）１．５㎞ - ６１０円 ⇒ １．３㎞  - ６１０円 

  ③ 加算運賃 （中型車）  ２７０ｍ - ８０円 ⇒ １７６ｍ ～ ２７３ｍ - ８０円 

         （小型車） ３２６ｍ - ８０円 ⇒ １９２ｍ ～ ３３０ｍ - ８０円 

    

 



２．改定（新自動認可運賃）の概要 
 (1) 増収率 ８．２３％ 

(2) 新自動認可運賃額（上限運賃額） 

 ① 改定運賃の内容（詳細は別添１参照） 

        初乗運賃 （中型車）１．３㎞ - ６３０円 

             （小型車）１．３㎞ - ６１０円 

        加算運賃 （中型車）２５０ｍ -  ８０円 

            （小型車）３００ｍ -  ８０円  

 ② 収支実績及び推定収支（別添２のとおり）   

  ③ 自動認可運賃（別添１のとおり） 
 
 (3) 今回の査定の考え方 

   今回の運賃改定申請については、運転者の労働条件の改善が主要な理由の一つとし

てあげられていることを踏まえ、タクシーサービスの質を維持するためには、運転者

の労働条件について一定の水準を確保することが必要であることを勘案し、実績にお

ける運送収入に対する運転者人件費の割合を維持した上で、健全な経営が成立する水

準の運賃を設定するという考え方に基づき査定したものです。 

   このため、今回の運賃改定の実施により、運転者の労働条件の改善が適切に図られ

るよう、社団法人兵庫県タクシー協会に対して、以下の各項目について指導をするこ

ととしています。 

  ① 運賃改定実施後において、実績における運送収入に対する運転者人件費の割合（歩

合率）を維持させること等により、適切に運転者の労働条件の改善措置を講ずるこ

と。 

  ② 運賃改定の認可後、運転者の労働条件改善についての考え方を、利用者に対して

積極的に表明すること。 

  ③ 運賃改定実施後の然るべき時期において、運転者の労働条件の改善状況について、

自主的にその実績を公表すること。その際、賃金水準のみならず、実質的な労働者

負担の軽減や手当て類の創設等、これに関連して講じた措置についても、併せて公

表すること。 

 

３．今後の予定 

  ① 認 可 日  平成２１年５月 １日（予定） 

  ② 実施時期  平成２１年５月 ８日（予定） 

 

配付先 
 青灯クラブ 
 兵庫県政記者クラブ 
 姫路市政記者クラブ 

陸運記者会（ハイタク部会） 
 








